
28・10・1 2

○

○
○
○

 ◆◆各種審議会等の開催日程◆◆ ※　保育あり（要事前申込）
問合先内　容ところと　き名　称

児童青少年課児童青少年係
（☎０４２−３８７−９８４７）

専門委員会による青少年問題
に関する協議

市役所西庁舎第
五会議室

１０月７日（金）
１０：００〜

第２回青少年問題協
議会専門委員会

介護福祉課包括支援係
（☎０４２−３８７−９８４５）

認知症ケアパス内容原案検討
など

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

１０月１３日（木）
１９：００〜

第３回認知症ケアパ
ス検討委員会

経済課産業振興係
（☎０４２−３８７−９８３１）

小口事業資金融資あっせんに
関する事項について

市役所第二庁舎
６階６０１会議室

１０月１４日（金）
１０：００〜

小口事業資金融資審
議会

土地開発公社事務局
（☎０４２−３８７−９８５１）

資産（土地）の取得について
ほか

市役所本庁舎３
階第一会議室

１０月１７日（月）
１４：００〜

第３回土地開発公社
評議員会

子育て支援課子育て支援係
（☎０４２−３８７−９８３６）

計画の進ちょく状況の点検・
評価等

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

１０月１７日（月）
１９：００〜

子ども・子育て会議
（※）

ごみ対策課減量推進係
（☎０４２−３８７−９８３５）

平成２９年度一般廃棄物処理計
画の策定等について

中間処理場事務
所棟研修室

１０月２０日（木）
１８：００〜

廃棄物減量等推進審
議会

生涯学習課生涯学習係
（☎０４２−３８７−９８７９）

三者合同会議の実施について
ほか

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

１０月２１日（金）
９：３０〜社会教育委員の会議

図書館本館
（☎０４２−３８３−１１３８）

（仮称）小金井市の図書館計
画について等（手話通訳あり。
要事前申込）

図書館本館地階
集会室

１０月２４日（月）
１４：００〜

第３回図書館協議会
（※）

子ども家庭支援センター
（☎０４２−３２１−３１６１）

子ども家庭支援センターの運
営について

保健センター１
階大会議室

１０月２５日（火）
１０：００〜

子ども家庭支援セン
ター運営協議会（※）

開
設
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
１

時開
設
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係
（
２
日
の

み
）
、
納
税
課
（
２
日
の
み
）

※　

取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
市

税
証
明
書
交
付
事
務
ほ
か
）
が

あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
各
担

当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
先　

企
画
政
策
課
企
画
政
策

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
２
６
）
、

０４２

３８７

土
曜
・
日
曜
・
祝
日
は
市
役
所
代

表
（
☎　

儿　

儿
１
１
１
１
）

０４２

３８３

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

　

平
成　

年
６
月　

日
に
欠
員

２８

３０

と
な
っ
た
固
定
資
産
評
価
員
の

後
任
と
し
て
、
上
原
秀
則
副
市

長
が
平
成　

年
第
３
回
市
議
会

２８

定
例
会
に
お
い
て
、
議
会
の
同

意
を
得
て
、
８
月　

日
付
け
で

３０

固
定
資
産
評
価
員
に
就
任
し
ま

し
た
。

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

月
の
休
日
窓
口

１０
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○

　

市
で
は
、
環
境
基
本
計
画
の
実

現
を
め
ざ
し
、
環
境
保
全
等
に
関

す
る
重
要
な
事
項
を
調
査
・
審
議

す
る
た
め
に
、
環
境
審
議
会
を
設

置
し
て
い
ま
す
。

　

同
審
議
会
は
、
関
係
機
関
か
ら

推
薦
さ
れ
た
委
員
お
よ
び
公
募
に

よ
る
委
員
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
委
員
の
欠
員
に
伴

い
、
公
募
市
民
の
委
員
を
募
集
し

ま
す
。

募
集
人
員　

２
人
（
選
考
）

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
で
、
平
成　

年　

月
１
日
現
在

２８

１０

　

歳
以
上
の
方

１８※　

す
で
に
市
が
設
置
し
て
い
る

附
属
機
関
等
の
委
員
の
方
は
、

原
則
と
し
て
一
つ
ま
で
し
か
他

の
附
属
機
関
の
委
員
を
兼
ね
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
（
臨
時

的
・
時
限
的
に
設
置
さ
れ
る
附

属
機
関
等
は
、
そ
の
他
に
一
つ

に
限
り
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
ま

す
）

※　

市
の
関
係
者
を
除
く
。

委
嘱
期
間　
　

月　

日
～
平
成　

１２

１５

３０

年
３
月　

日
３１

※　

開
催
頻
度
な
ど
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

報　

酬　

１
万
円
（
１
回
）

応
募
方
法　
　

月　

日
（
消
印
有

１０

３１

効
）
ま
で
に
、
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス

ま
た
は
直
接
、
小
論
文
（
千
字
以

内
・
課
題
＝
「
今
、
わ
た
し
た
ち

が
で
き
る
環
境
行
動
」）・
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号

を
明
記
し
、
環
境
政
策
課
へ
。

選
考
方
法　

市
役
所
内
で
設
け
た

選
考
委
員
会
で
、
小
論
文
に
よ
る

審
査
・
選
考
を
行
い
ま
す
。

選
考
結
果　

応
募
者
全
員
に
選
考

結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
提
出

い
た
だ
い
た
論
文
は
、
選
考
後
返

却
し
ま
す
。

選
考
基
準　

必
要
な
方
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

環
境
政
策
課
環
境
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
・

１８４

市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
☎　

儿　
０４２

３８７

儿
９
８
１
７ 
　

儿　

儿
６
５
７

０４２

３８３

７
）
へ
。

 　

今
年
度
か
ら
開
始
し
た
協
働
事

FAX

提
案
型
協
働
事
業
が
決
定

業
提
案
制
度
で
応
募
の
あ
っ
た
事

業
の
中
か
ら
、
公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
審
査
を
経
て
、
次
の
と

お
り
採
択
事
業
が
決
定
し
ま
し

た
。

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

事
業
名　

講
演
会
「
知
っ
て
安
心

！
消
費
者
被
害
・
悪
質
商
法
対
策

と
成
年
後
見
制
度
」

団
体
名　

相
続
後
見
シ
ニ
ア
サ
ポ

ー
ト
多
摩

補
助
額　
　

万
６
千　

円

１４

２５５

問
合
先　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
課

文
化
推
進
係
（
☎　

儿　

儿
９
９

０４２

３８７

２
３
）

 
〈
非
常
勤
嘱
託
職
員
〉

業
務
名　

①
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
支
援
業
務
②
保
育
士
補
助
業

務勤
務
時
間　

①
月
曜
～
金
曜
日
の

う
ち
週
４
日
（
割
り
振
り
は
所
属

長
が
定
め
る
）
午
前
８
時　

分
～

３０

午
後
５
時
②
週
５
日
、
月
曜
～
金

曜
日
午
前
７
時
～　

時
ま
た
は
午

１１

後
３
時　

分
～
７
時
の
間
で
、
１

３０

日
１
・
５
～
３
時
間
勤
務
、
週　
１５

時
間
程
度
（
必
要
に
応
じ
て
土
曜

日
の
勤
務
あ
り
）

報　

酬　

①
月
額　

万
２
千　

円

２０

７００

②
時
給
千　

円
２００

※　

別
途
通
勤
に
要
す
る
経
費
を

条
件
に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

応
募
要
件　
　

歳
定
年
制
の
た

６５

め
、
昭
和　

年
４
月
２
日
以
降
に

２６

生
ま
れ
た
方
で
、
①
の
み
社
会
福

祉
士
の
資
格
を
有
し
、
パ
ソ
コ
ン

操
作
（
ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
）
が

で
き
る
方

募
集
人
数　

①
１
人
②
若
干
名

〈
任
期
付
職
員
〉

業
務
名　

保
育
士
業
務

勤
務
時
間　

午
前
７
時
～
午
後
７

時
の
間
で
１
日
７
時
間　

分
４５

※　

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
土

曜
日
の
勤
務
あ
り
。

職
員
募
集

応
募
要
件　

保
育
士
証
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方

募
集
人
数　

１
人

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

面
接
試
験
日　
　

月　

日
（
月
）

１０

１７

採
用
予
定
日　
　

月
１
日
（
火
）

１１

要
項
（
申
込
書
）
配
布
・
応
募
受

付　
　

月　

日
（
火
）
ま
で
の
午

１０

１１

前
８
時　

分
～
正
午
、
午
後
１
時

３０

～
５
時
（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を

除
く
）
に
職
員
課
（
市
役
所
本
庁

舎
１
階
）
で
。
郵
送
に
よ
る
応
募

（　

日
必
着
）も
受
け
付
け
ま
す
。

１０
※　

▽
要
項
は
、
配
布
期
間
中
に

限
り
、
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階

受
付
で
も
配
布
す
る
ほ
か
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。
▽
応
募
に
際

し
て
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。

問
合
先　

職
員
課
人
事
研
修
係

（
〒　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
☎

１８４

　

儿　

儿
９
８
０
８
）

０４２

３８７

 　

地
方
税
法
で
は
、
所
得
税
の
源

泉
徴
収
義
務
の
あ
る
事
業
主
（
給

与
支
払
者
）
は
、
給
与
支
払
い
の

際
に
、
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
も

給
与
か
ら
天
引
き
し
、
市
に
納
入

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
徴
収
方
法
を
特
別
徴
収
と
い

い
、
こ
の
義
務
を
負
う
事
業
主
は

特
別
徴
収
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
か
ら
、
東
京
都
と

２９

都
内
全　

区
市
町
村
で
、
特
別
徴

６２

収
を
徹
底
す
る
こ
と
に
伴
い
、
現

在
、
特
別
徴
収
を
実
施
し
て
い
な

い
事
業
主
の
方
へ
、
特
別
徴
収
義

務
者
の
指
定
予
告
通
知
書
を
送
付

し
て
い
ま
す
。
平
成　

年
度
か
ら

２９

事
業
主
の
方
へ

特
別
徴
収
義
務
者
の
指
定

予
告
通
知
書
を
送
付

の
実
施
に
向
け
て
準
備
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
都
主
税
局
特
別
徴

収
推
進
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（h

ttp
://w
w
w
.tax.m

etr

o
.to
kyo
.jp
/ka
zei/to

ku
b
ets

u
/in
d
ex.h

tm
l

）
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
合
先　

市
民
税
課
市
民
税
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
１
９
）

０４２

３８７

 　

公
募
委
員
選
考
基
準
に
よ
り
、

次
の
方
々
を
委
員
に
選
任
し
ま
し

た
。

〈
清
掃
関
連
施
設
整
備
基
本

計
画
検
討
会
議
委
員
〉

　

▽
佐
野
洋
二
さ
ん
、
三
橋
誠
さ

ん
、
石
倉
秀
一
さ
ん
（
い
ず
れ
も

公
募
市
民
）

問
合
先　

ご
み
対
策
課
減
量
推
進

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３
５
）

０４２

３８７

〈
環
境
審
議
会
委
員
〉

　

▽
原
田
隆
司
さ
ん
、
串
田
光
弘

さ
ん
（
い
ず
れ
も
公
募
市
民
）

問
合
先　

環
境
政
策
課
環
境
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
１
７
）

０４２

３８７

 　

男
女
平
等
推
進
審
議
会
で
は
、

市
民
意
識
調
査
の
結
果
や
こ
れ
ま

で
の
議
論
等
を
踏
ま
え
、（
仮
称
）

第
５
次
男
女
共
同
参
画
行
動
計
画

の
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
同
計
画
の
素
案
を

作
成
し
ま
し
た
の
で
、
市
民
の
皆

委
員
選
任
結
果

（
仮
称
）
第
５
次
男
女
共
同

参
画
行
動
計
画
策
定
に
係
る

市
民
懇
談
会
を
開
催

さ
ん
の
ご
意
見
を
伺
う
た
め
の
市

民
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
参
加
い
た
だ
き
、
ご

意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

と　

き　
　

月　

日
（
日
）
午
後

１０

１６

２
時
～
４
時
（
１
時　

分
開
場
）

３０

と
こ
ろ　

東
小
金
井
駅
開
設
記
念

会
館
・
マ
ロ
ン
ホ
ー
ル

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
、
市
内
に
事
務
所
や
事
業

所
を
有
す
る
法
人
ま
た
は
そ
の
他

の
団
体

そ
の
他　

▽
保
育
あ
り
（
１
歳
～

未
就
学
児
。
要
事
前
申
込
）
▽
手

話
通
訳
あ
り

申
込
方
法　

当
日
直
接
会
場
へ
。

問
合
先　

企
画
政
策
課
男
女
共
同

参
画
室（
☎　

儿　

儿
９
８
５
３
）

０４２

３８７

 　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
閲
覧
で
き

る
パ
ソ
コ
ン
を
、
図
書
館
本
館
２

階
に
１
台
設
置
し
ま
し
た
。
官
報

情
報
検
索
サ
ー
ビ
ス
も
利
用
で
き

ま
す
。
調
査
・
研
究
等
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

利
用
時
間　

午
前　

時
～
午
後
５

１０

時注
意
事
項　

▽
利
用
の
際
は
、
本

館
２
階
参
考
資
料
室
で
受
け
付
け

を
し
ま
す
。
受
け
付
け
に
は
市
立

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
閲
覧
用

端
末
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

環
境
審
議
会
委
員
を
募
集

図
書
館
の
利
用
カ
ー
ド
が
必
要
で

す
。
▽
１
回
の
利
用
時
間
は　

分
３０

で
、
１
日
２
回
ま
で
利
用
で
き
ま

す
。
▽
ゲ
ー
ム
等
、
調
べ
も
の
と

無
関
係
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

▽
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
は
官
報
情
報

検
索
サ
ー
ビ
ス
の
み
可
能
で
す
。

問
合
先　

図
書
館
本
館
（
☎　

儿
０４２

　

儿
１
１
３
８
）

３８３

固
定
資
産

評
価
員
に
上
原
秀
則
副
市
長
が
就
任


